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工事打合簿【例１】参照（※２）
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施工計画書の提出（※１）
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変更契約

減額変更指示書

変更契約変更なし変更契約

減額変更指示書

内容を４つに変更

内容が４つ 内容が４つ未満

内容が４つ及び熱中症（防寒）対策

内容が４つ未満 内容が４つ未満

内容が４つ

内容に変更あり 内容に変更なし

工事打合簿【例２】
参照（※２）

（現場環境改善費の減額） （現場環境改善費の計上）（現場環境改善費の減額）

※１ 発注者は通知文（別表－１）の内容のうち原則として、各計上項目毎に１内容ずつの合計４つの
内容及び熱中症（防寒）対策が記載されているか確認する。

※２ 工事簡素化ガイドラインによる「働き方改革等関連施策実施協議リスト」を用いた協議も
可能である。

工事打合簿【例２】
参照（※２）

（現場環境改善費の増額）

熱中症（防寒）対策

現場環境改善費（率分）
の１００％上限


